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愛知県循環器病対策推進計画　（案）　新旧対照表
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第１章
１計画策
定の背景

３行目及
び
１頁の一
番下

第１章　計画策定の趣旨
１　計画策定の背景
わが国において、脳卒中、心臓病その他の循環器病（以下「循環
器病＊とする。）は、死亡及び介護を要する状態となる主要な原
因となっており、生命や健康に重大な影響を及ぼす疾患であると
ともに、社会全体に大きな影響を与える疾患といえます。

第１章　計画策定の趣旨
１　計画策定の背景
わが国において、脳卒中、心臓病その他の循環器病（以下「循環
器病」とする。）は、死亡及び介護を要する状態となる主要な原
因となっており、生命や健康に重大な影響を及ぼす疾患であると
ともに、社会全体に大きな影響を与える疾患といえます。

パブコメ
の意見を
参考に追
記

Ｂ 16

第４章
基本方針
（Ⅰ）
（１）循
環器病の
予防や正
しい知識
に関する
普及啓発
【今後の
方策】

【今後の方策】
〇　食生活、運動、喫煙、飲酒などの生活習慣の改善について引
  き続き啓発を行うとともに、循環器病の発症予防・重症化予防
  には、生活習慣の改善と高血圧症や糖尿病等の生活習慣病の予
  防や管理が重要であることを啓発します。
〇　循環器病の初期症状に関する情報や、発症時には救急要請す
  るなどにより早期に医療機関を受診することの重要性などにつ
  いて啓発に取り組みます。
〇　学校等と連携して、子どもの頃から健康的な生活習慣や循環
  器病など生活習慣病予防についての知識が身につけられるよう
  啓発を行います。
〇　働く世代などの若い世代に対して、効果的な啓発が実施でき
  るよう企業や医療保険者等の関係機関と連携した取組を実施し
  ます。
〇　関係機関・団体等と協力して、県民が、食生活や運動などの
  健康づくりに取り組みやすい環境の整備や、改正健康増進法に
  基づき受動喫煙対策を推進し、望まない受動喫煙のない環境の
  整備を引き続き行っていきます。

【今後の方策】
〇　食生活、運動、喫煙、飲酒などの生活習慣の改善について引
  き続き啓発を行うとともに、循環器病の発症予防・重症化予防
  には、生活習慣の改善と高血圧症や糖尿病等の生活習慣病の予
  防や管理が重要であることを啓発します。
〇　循環器病の初期症状に関する情報や、発症時には救急要請す
  るなどにより早期に医療機関を受診することの重要性などにつ
  いて啓発に取り組みます。
〇　学校等と連携して、子どもの頃から健康的な生活習慣や循環
  器病など生活習慣病予防についての知識が身につけられるよう
  啓発を行います。
〇　働く世代などの若い世代に対して、効果的な啓発が実施でき
  るよう企業や医療保険者等の関係機関と連携した取組を実施し
  ます。
〇　関係機関・団体等と協力して、県民が、食生活や運動などの
  健康づくりに取り組みやすい環境の整備を引き続き行っていき
  ます。
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＊循環器病には、虚血性脳卒中（脳梗塞）、出血性脳卒中（脳内出血、

くも膜下出血など）、一過性脳虚血発作、虚血性心疾患（狭心症、心筋

梗塞など）、心不全、不整脈、弁膜症（大動脈弁狭窄症、僧帽弁逆流症

など）、大動脈疾患（大動脈解離、大動脈瘤など）、末梢血管疾患、肺

血栓塞栓症、肺高血圧症、心筋症、先天性心・脳血管疾患、遺伝性疾患

等、多くの疾患が含まれる。
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 心血管疾患

〇　心血管疾患患者には、在宅等の生活の場への復帰を促し、再
　発や再入院、要介護状態への移行などを防止するための運動療
　法、危険因子是正のための薬物療法や、生活指導、カウンセリ
　ング等を含む心血管疾患における包括的なリハビリテーション
　を実施し、疾患を管理することが必要です。
〇　県内には、心大血管疾患リハビリテーション料を算定してい
  る病院が54か所あります（愛知県医療機能情報公表システム（
  2020年度調査））。
〇　本県における虚血性心疾患の退院患者平均在院日数は9.2日
  であり､全国平均の8.6日と比べてやや長くなっています（図表
  31）。
〇　地域の医療や介護サービス等の連携により、急性期の入院中
　だけでなく回復期以降も、再発や再入院防止のための患者教育
　を含めた包括的なリハビリテーションが、継続して受けられる
　よう体制の整備が求められています｡

 心血管疾患

〇　回復期の心血管疾患患者には、在宅等の生活の場への復帰を
  促し、再発や再入院、要介護状態への移行などを防止するため
  の運動療法、危険因子是正のための薬物療法や、生活指導、カ
  ウンセリング等を含む「心大血管疾患リハビリテーション」の
  実施が必要であるとされています。
〇　県内には、心大血管疾患リハビリテーション料を算定してい
  る病院が54か所あります（愛知県医療機能情報公表システム（
  2020年度調査））。
〇　本県における虚血性心疾患の退院患者平均在院日数は9.2日
  であり､全国平均の8.6日と比べてやや長くなっています（図表
  31）。

24

【今後の方策】
〇　地域の医療機関等の連携による発症後の急性期医療からリハ
　ビリテーションに至るまでの医療提供体制の整備を進めていき
　ます。
　 ［以下、略］

【今後の方策】
〇　地域の医療機関の連携による発症後の急性期医療からリハビ
　リテーションに至るまでの医療提供体制の整備を進めていきま
　す。
　　［以下、略］

Ｃ

第４章
基本方針
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（１）
②医療提供
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心血管疾患
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第４章
基本方針
（Ⅱ）
（２）
②ア小児
期・若年期
の循環器病
対策
【今後の方
策】

【今後の方策】
〇　子どもの頃からの健康的な生活習慣の確立や、循環器病を始
  めとする生活習慣病予防、心肺蘇生法等の知識と技術を身につ
  けられるよう保健教育に取り組みます。
〇　学校心臓検診による児童生徒の循環器病の早期発見や疾患の
  管理に係る取組を引き続き推進します。
〇　日常的に人工呼吸器による呼吸管理等を要する医療的ケア児
  が、在宅においても安心して療養できるよう、小児在宅医療に
  対応できる医師の養成や小児在宅医療関連従事者間での連携構
  築を目的とした研修を実施します。
〇　成長過程を通じた切れ目ない支援を行うことができるよう、
  移行医療の現状を把握するなど体制整備に向けた検討を始める
  とともに、小児患者とその家族が、安心して暮らすことができ
  るよう医療、保健福祉、教育機関等の関係機関の連携による相
  談支援及び疾病にかかっている児童の自立支援を引き続き推進
  します。

【今後の方策】
〇　子どもの頃からの健康的な生活習慣の確立や、循環器病を始
  めとする生活習慣病予防、心肺蘇生法等の知識と技術を身につ
  けられるよう保健教育に取り組みます。
〇　学校心臓検診による児童生徒の循環器病の早期発見や疾患の
  管理に係る取組を引き続き推進します。
〇　日常的に人工呼吸器による呼吸管理等を要する医療的ケア児
  が、在宅においても安心して療養できるよう、小児在宅医療に
  対応できる医師の養成や小児在宅医療関連従事者間での連携構
  築を目的とした研修を実施します。
〇　成長過程を通じた切れ目ない支援を行うことができるよう、
  移行医療の体制整備を検討するとともに、小児患者とその家族
  が、安心して暮らすことができるよう医療、保健福祉、教育機
  関等の関係機関の連携による相談支援及び疾病にかかっている
  児童の自立支援を引き続き推進します。
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図表15
平均寿命と
健康寿命

－ 36

(参考）
「愛知県循
環器病対策
推進計画目
標指標一覧
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健康寿命
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要
版

第２章
循環器病を
めぐる現状

健康寿命

時点修正
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